
 

 

私立大学図書館協会西地区部会中国・四国地区協議会幹事校の申し合せ 

 

第１条 この申し合わせは、私立大学図書館協会西地区部会中国・四国地区協議会に  

    幹事校を置くことを定める。  

 

第２条 幹事校は、本会の活動の主旨にそって理事校を補佐し、以下のことについて、  

    所轄地区のとりまとめを行い、その結果を理事校に報告する。  

    １）中国・四国地区研究会の発表校の選出  

    ２）中国・四国地区研究会幹事校の選出  

    ３）その他理事校から要望のあったこと  

 

第３条 幹事校は私立大学図書館協会西地区部会中国・四国地区協議会研究会会則第５条  

の２校が当たるものとする。  

 

第４条 この申し合せの改廃は、私立大学図書館協会西地区部会中国・四国地区協議会  

    総会の承認を要する。  

 

 

附   則 

  １ この申し合せは、平成 10 年 4 月 24 日より施行する。  


